
人権教育に関する特色ある実践事例 

 

基準の観点 
学校全体として人権尊重の視点に立った学校づくりが組織的かつ効 

果的に進められている実践事例 

 

１．基本情報 

○都道府県名及び市町村名  

 栃木県塩谷郡塩谷町 

○学校名 

 塩谷町立玉生小学校 

○学校のＵＲＬ 

 http://www.town.shioya.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8988 

 

２．学校紹介 

○学級数 

【通常の学級】８学級   【特別支援学級】１学級   【合計】９学級 

○児童生徒数 

【全児童生徒数】２０９人（平成２６年 ５月 １日現在） 

（内訳：１年生 44 人、２年生 22 人、３年生 34 人、４年生 29 人、５年生 41 人、 

６年生 39 人） 

○人権教育開発推進事業、人権教育研究推進事業実績（実施年度及び事業の別） 

 平成２５年度・２６年度 文部科学省人権教育研究推進事業 

○学校の教育目標、人権教育に関する目標など 

【学校の教育目標】 

 「元気で 仲よく 勉強する子」 

 〇 元気で、がんばりのきく子 

 〇 みんなと、仲よくできる子 

 〇 進んで、勉強する子 

【人権教育に関する目標】 

  「自他のよさやちがいを認め合い、共にたくましく生きる子どもの育成」 

○人権教育に係る取組一口メモ  

児童の人権意識を高めるため、全ての教育活動を人権尊重の視点から見直し、

意図的・計画的な指導の充実を図るとともに、学校、家庭、地域社会が一体とな

った取組を推進した。 

○人権教育にかかる取組の全体概要 

  栃木県教育委員会・塩谷町教育委員会の人権教育の目標及び児童の実態から、

本校では自己理解や自尊感情、思いやりの心の育成が人権意識を高める最も重要

な課題であると捉え、研究主題を「自他のよさやちがいを認め合い、共にたくま

しく生きる子どもの育成」と設定した。 



  また、研究主題に迫るためには、 

１ 児童が意欲的に取り組むことのできる授業の工夫・改善をとおした人権意識

を高める指導の充実 

２ 本校の特色である「はあとふる運動」を基盤とした異学年交流や体験的活動

の充実 

３ 地域の人々や保護者を巻き込んだ地域ぐるみの人権啓発活動の充実 

の三つが必要であるとした。 

研究推進に当たっては、児童の実態や発達段階に即した学年ごとの目指す児童

像と「育てたい能力・態度」を設定するとともに、学校長を中心に、授業研究部、

実践活動部、調査啓発部の三つの専門部を設け、互いに連携、調整を図りながら

組織的に推進していくこととした。それぞれの専門部の研究内容は以下のとおり

である。 

授業研究部は、人権意識を高めるための授業の工夫・改善を図ることを中心に

研究・実践を進めてきた。人権が尊重された雰囲気の醸成や環境づくりとして、

協同学習、話合い活動、聞き方や話し方に関する指導の場の設定などの工夫・改

善を図った。また、学習意欲を向上させるための活動のねらいの明確化、学習の

きまりの人権の視点からの見直し、人権教育に関する教材開発などを行った。 

実践活動部は、豊かな人間性を育成するため、「はあとふる運動」を基盤とした

異学年交流や体験的活動の工夫・改善を図ることを中心に進めた。毎日、人権の

視点から自分の生活を振り返る場を設定するとともに、互いのよいところを認め

合ったり、地域の方々と交流したりする活動を通じて、自尊感情を高める活動の

充実を図った。 

調査啓発部は、授業研究部や実践活動部の活動を踏まえ、児童の実態把握と地

域や保護者への啓発を進めてきた。児童と保護者の意識調査を三回行い、その結

果を啓発活動に生かすとともに、研究が効果的に進められるための資料として活

用した。 

  これらの取組について、児童や保護者によるアンケートや教職員の相互評価、

第三者評価などから検証するとともに、町・県教委の指導・助言を踏まえながら

研究を進めてきた。 

 



３．特色ある実践事例の内容 

（１）授業研究部 ～人権意識を高めるための授業に関する工夫・改善～ 

ア 育てたい能力・態度の設定と年間指導計画への位置付け 

「育てたい能力・態度」を、発達の段階や各教科等の特質に応じて設定し、年

間指導計画に位置付けた。このことにより、教師が人権教育のねらいを明確にし

て授業に臨むことができた。 
また、各教科等の指導の中で、人権問題に関わる単元や題材等を洗い出し、一

覧表にしたことで、意図的・計画的な指導に役立てることができた。   
【５学年の人権教育関連一覧表】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

イ コミュニケーション能力の育成 

  「上手な話し方」・「上手な聞き方」を明記した掲示物を教室の前面に掲示し、

相手の気持ちを考えた「話し方」や「聞き方」ができるようにした。 

    また、「学習のやくそく」(学びの姿勢)の活用を進めたことで、相手の目を見

ながら話したり、うなずきながら聞いたりするなど、互いを尊重する雰囲気で授

業に臨むことができるようになってきた。そのため、児童は安心して授業に臨む

ことができるようになり、自尊感情を高めることにも結び付いてきている。   

  話合い活動を意図的に授業の中に取り入れたことで、自分の考えを明らかにし

たり、相手の考えと比べて違いに気付いたりすることができるようになってきた。 

【事例１ 役割演技】 

主人公になりきって気持ちを発表したり、その発表につい 

て全体で意見を交換したりする活動を通じて、相手の話を注 

意深く聞いたり、自分の言葉で具体的に伝えたりする姿が見 

られた。 

【事例２ 振り返りカード】 

コミュニケーション能力に関する振り返りカードを取り入れたことで、相手の

気持ちを考えた「話し方」や「聞き方」への意識を高めることができた。 

 



【事例３ 話合い活動】 

話しやすい環境をつくるため、隣の席の児童と２人で話し合わせることで、自

分の考えを他の人に伝えるための表現方法やスキルを向上させることができた。 

また、グループによる話合い活動では、自分の考えを自分の言葉で伝えること

で、それぞれの表現の仕方や言葉によるニュアンスの違いに気付くよい機会とな

った。 

一斉指導においても、互いの顔が見える座席配置にすることにより、発言しや

すい雰囲気づくりを心がけた。 

 

 

 

 

 

 

ウ 人権問題を扱う授業実践 

    年間指導計画に人権問題を扱う授業実践を計画的に位置付けた。また、学習指

導案に「育てたい能力・態度」を位置付けて授業実践を行うことにより、授業者

が「育てたい能力・態度」を意識して指導できるよう工夫した。 

  人権問題に関わる内容を扱うことにより、身の回りにある偏見や差別に気付き、

相手の立場に立って物事を考え、共感的に理解することができるようになってき

た。また、教師自身が、人権に配慮した授業を強く意識するようになった。 

  【事例１ 第６学年社会科「日本国憲法には、どんな特色があるの」】 

○  ねらい  

  日本国憲法に示された基本的人権の考え方を理解するとともに、国民が果たさ

なければならない義務の内容と意義についてとらえることができる。 
 ○「育てたい能力・態度」を育てるための手立て 

 人権が侵害されている例について知り、基本的人権や人権尊重の意義を理解す

るために、調べたり、意見を交換したりすることは、人権教育上の「育てたい能

力・態度」の「知性」に深く関わるものと考える。 

○展開 

１ 本時の目当てをつかむ。 
２ 栃木県教委作成の学習資料「人権の窓」か 

ら、身の回りに様々な人権問題があること 
を知る。 

３ 日本国憲法では、基本的人権をどのように 
定め、保障しているかを調べる。      

４ 基本的人権が守られていない事例について調べる。 

５ 基本的人権は、私たちの生活でどのように尊重されているかを考え、発表

する。 

エ 授業研究の充実 

全ての学年において研究授業・授業研究会を実践したことで、人権意識を高め

るための指導の手立てが明らかになるとともに、人権が尊重された雰囲気や環境

づくりが徹底されるようになってきた。 



（２）実践活動部  

～はあとふる運動を基盤とした異学年交流や体験活動の工夫・改善～ 

はあとふる運動は、「はりきりいっぱい」「あいさついっぱい」「ともだち

いっぱい」の３つをテーマとした本校独自の活動である。子供たちが思いやり

いっぱいの温かい心で満ち溢れるようになることを目指し、様々な教育活動と

結びつけて実践してきた。 

ア 異学年交流の充実 

  「はあとふるタイム」で、「なかよし班」による異学年交流を行ってきた成果

として、他学年の友達と声を掛け合ったり、仲良く遊んだりする姿が、学校生活

の様々な場において見られるようになってきた。          

 (ア) 全校持久走 

        学年や学級を超え、声をかけ励まし合いながら活動することができた。そ

のため、最後まであきらめずに走りきることのできた児童がほとんどであっ

た。 

 (イ) 全校縦割り班「なかよし班」 

     異学年の友達と同じ班になり、一緒に遊ぶことで、誰とでも分け隔てなく、

仲良く遊ぼうという気持ちが育ってきた。 

  (ウ) 清掃活動 

        上級生が下級生に清掃の仕方を丁寧に教えるなど、年少者への思いやりの

気持ちが育ってきた。それに対して、いろいろなことを教えてくれる上級生

に対する尊敬の気持ちも育ってきた。分担された役割を果たすことを通じて、

集団の一員としての責任を自覚することができるようになってきた。 

イ  地域との交流活動「地域の人とふれあおう集会」 

    地域の一員として共に生きる喜びを味わわせるため、地域の方々や高齢者との

交流の場を設定した。 

事前指導では、地域の方々に進んであいさつをしているかなど、日頃の行動に

ついて考えさせるとともに、地域の方々のことを考えて行動することを目当てと

して活動するように促した。 

事中は、実際に地域の方々や高齢者とふれあうことによって、自分が地域の一

員であることを自覚するとともに、先人への感謝の気持ちを深めることができた。 

事後の振り返りでは「地域の人から『ありがとう』と言われたときが、うれし

かった」という感想も出され、地域の方から感謝の言葉をかけられたことにより、

自尊感情が高まった様子が見られた。 

 

 

 



  

ウ 人権が尊重された雰囲気や環境づくり 

(ア) 常時指導による人権意識の向上 

  登校から下校までの一日の流れの中で、人権に配慮した指導の場面を明確

にした。例えば、朝の登校時において、教師が率先して明るい笑顔であいさ

つをすることで、児童の心を開くよう心掛けた。その結果として、児童も主

体的にあいさつができるようになった。 

     帰りの会では、友達のがんばりを紹介する「今日のはあとふるさん」を行

った。一人一人のよさやがんばりを認め合い、学級における受容的な雰囲気

づくりを進めることができた。 

(イ) 学校、教室環境の整備 

    「はあとの木」のコーナーをつくり、友達のよいところや 

友達からの心に響いた言葉、自分のよいところを書いてくれ 

た友達への返信などを掲示した。進んで友達のよいところを 

見付けたり、自分のよいところが認められたりすることで自 

尊感情を高めることができた。 

 

（３）調査啓発部～児童の実態把握や保護者等への啓発による人権意識の向上～  

ア 人権に関するアンケート調査の実施と分析 

  保護者や児童に人権に関するアンケート調査を実施し、アンケートの結果を分

析することで児童や保護者の実態を把握し、授業や体験活動の参考資料として活

用した。 
イ 人権だより、学年だよりによる啓発活動 

(ア)  人権だよりでの保護者への啓発 

(イ)  学年だよりにおける人権コーナー 

全学年で毎月発行する学年だよりに、道徳の時間の指導内容や担任が見取

った児童のよさなどを載せるコーナーを設けた。 

ウ 校内人権標語の作成と周知 

児童及び保護者を対象に人権標語を募集し、「人権教育だより」で紹介した。 

 



エ よりよい学級・集団づくりに向けたＱ－Ｕテストの活用 

各学級の実態を分析し、互いを高め合う集団づくりのために、その対応策を検 

討した。 

オ 人権講話 

保護者を対象とした人権に関する講演会を行い、人権に関する啓発を行った。

この講話により、学校・家庭・地域が連携した取組を進めるためには、学校が情

報発信基地として重要な役割を担うことが理解された。 

カ 教職員研修の充実 

 外部から招いた講師の講話を通して教師自身が人権感覚を磨き、児童理解に関

する見識を深めることができた。 

 

４．実施する際に生じた課題及びその解決策 

（１） 授業の充実に向けて、様々な人権問題の中から各学年で扱う人権問題を重点

化した上で、各教科等から単元や題材等を洗い出し、その関連を明確にすると

ともに、指導計画に位置付け、意図的・計画的に指導していくことが必要であ

る。 

また、児童の変容をワークシートや振り返りカード、定期的なアンケートな

どから見取っていく必要がある。 

（２） コミュニケーション能力の育成には、「聞くこと」「考えること」「伝え合う

こと」の指導が重要であることが再確認できた。「相手の意見を受容的に受け

とめることができるように支援する」「考えを引き出すための課題提示等を工

夫する」「伝え合うことができるように支援する」ことなどを常に意識した授

業実践が求められる。また、児童の自尊感情を高めるための「認める・褒める

・励ます」指導には「児童のつぶやきを見逃さない」ことが大切である。 

（３） よりよい集団づくりを目指し、はあとふる運動を基盤とした異学年交流や地

域との交流活動を更に充実させる。あいさつについては学校・家庭・地域が連

携・協力し習慣化を図ることが必要である。 

（４） 居がい感のある学級づくりを推進するため、アンケートやＱ－Ｕテスト、授

業の振り返りカード等を活用するとともに、ソーシャルスキルの育成に努める

必要がある。 

 

５．実践事例の実績、実施による効果 

（１） 人権に関する内容を扱う授業を意図的・計画的に行うことで、偏見や差別に

気付き、相手の立場に立って物事を考え、共感的に理解することができるよう

になってきた。 

（２） コミュニケーション能力を育成するために、話合い活動を取り入れた授業を

展開したり、「学習のやくそく」を活用したりしたことで、受容的に話を聞く

態度が身に付いてきた。また、自分の考えが受け入れられることにより、児童

の自尊感情が高まってきた。 

（３） 異学年交流や地域との交流活動などの体験活動や交流活動をとおして、自他

のよさを認め合い、協力して取り組む態度が養われてきた。 



ア 異学年交流は、上学年の児童の思いやりの心を醸成し、下学年の児童が上学

年の児童を敬う気持ちを高めることに効果的であった。 

イ 「地域の人とふれあおう集会」など、地域と連携する活動をする際に、振り

返りカードを活用したことで、相手を思いやる言動の大切さに気付くことがで

きた。 

（４） 「はあとの木」や「今日のはあとふるさん」では、友達のよさを考える機会

が増え、一人一人を大切に思う気持ちを培うことにつながった。 

（５）  保護者や地域の人々への啓発や教職員の研修をとおして、児童の人権感覚を

磨くための指導の充実を図ることができた。 

（６）  PDCAサイクルを意識することにより、効果的に研究を進めることができた。 

      

 

６．実践事例についての評価 

（１） 研究の仮説１では、児童の意欲を喚起する授業づくりを進めることで、授業

を通じて人権意識が高まるであろうと考えた。研究を進める中で、児童の意欲

を喚起しつつ人権意識を高めていくには、相手の気持ちを考えながら「聞くこ

と」「考えること」「伝えあうこと」を基盤とした「コミュ二ケーション能力の

育成」が重要であることが分かった。他者に「受容される」「認められる」こ

とが児童の意欲を喚起し、ひいては児童一人一人の確かな学力の育成にもつな

がった。このことは、栃木県教育委員会が推進する「学業指導」の２つの側面

である「学びに向かう集団づくり」・「子どもが意欲的に取り組む授業づくり」

にも深く関連するものである。 

（２） 研究の仮説２では、異学年交流や体験活動の工夫・改善により豊かな人間性

が育成できるであろうと考えた。縦割りの「なかよし班」による共遊・清掃な

どをとおして、児童には年下の子に対する優しさや年上の子を敬う気持ちなど

が育ってきた。また、地域の方々との交流活動を通して地域の一員としての自

覚や高齢者に対する思いやりなどが育まれた。 

（３） 研究の仮説３では、授業研究・実践活動を踏まえながら、実態把握や啓発活

動を進めることが、児童の人権意識の高揚につながるとした。教育活動は学校

のみで行うものではなく、学校・家庭・地域社会が一体となって行うことが重

要である。 

     アンケート調査で把握した児童や地域の実態に基づき指導計画を見直し、人

権教育だよりや学年だより等を活用して、学校の取組を積極的に発信すること

で家庭や地域の方々の関心や当事者意識が高まり、交流活動にも多数の協力が

得られた。また、多くの方々との交流により、顔の見える関係ができ、進んで

地域の方々にあいさつをする児童も増えてきた。 

 

 



【人権教育の指導方法等に関する調査研究会議によるコメント】 

 

塩谷町立玉生小学校 

 本校は、人権意識を高める最も重要な課題は「自己理解や自尊感情、思いやりの心の育

成」であると捉え、「自他のよさやちがいを認め合い、共にたくましく生きる子供の育成」

を研究主題に設定して、人権教育の研究・実践に取り組んでいる。 

この取組のため、学校長を中心に「授業研究部」、「実践活動部」、「調査啓発部」の三つ

の専門部を設け、互いに連携、調整を図りながら組織的に推進していく体制を整えている。 

 注目される取組として、本校独自の活動である「はあとふる（はりきりいっぱい、あい

さついっぱい、ともだちいっぱい）運動」を基盤としていることが挙げられる。 

 日常の教育活動（はあとふる運動）の中に人権教育を取り込む試みは、異学年交流や体

験活動、地域ぐるみの活動、といった形で具体化され、着実に成果を上げるとともに、三

つの専門部の連携・実践が人権教育の広がりに結びついた事例として参考になる。 

 

 


